
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律が対象とする当事者や 

「特定受託事業者」の労災保険の特別加入の可否等について 

 

<対象となる当事者・取引の定義> 

「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しない者を

言います。また、業種などの限定がありません。例えば、下記のような事業者が考えられま

す。 

・建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する一人親方 

・フードデリバリーサービスの提供事業者が消費者から受注した飲食物につき、その配達業

務を受託する者 

・企業から同社の訴訟の代理を受託する弁護士 

「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の

代表者を言います。 

「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成

又は役務の提供を委託することを言います。 

「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を

使用する者を言います。 

 

<令和 6 年 11 月 1 日から、特定受託事業者には労災保険の特別加入制度が適用されること

になりました> 

・ その対象となる事業(「特定フリーランス事業」と言います)は 

特定受託事業者が業務委託事業者となる企業等(フリーランス自体も含まれます)から

業務委託を受けて行う事業(特定受託事業) 

又は 

特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(つまり、消費者)から委託を受けて行う特

定受託事業と同種の事業→当該事業は、同種の事業を企業等から業務委託を受けて行

う場合のみ対象になるものとのことです。 

となります。 

・ 特定受託事業として加入できるかどうかの判断基準について 

先ず、令和 6 年 11 月 1 日前までは、「労災保険の特別加入(第二種)」は、限定的な、

つまり特定の事業(11 種類)又は作業(14 種類)ごとに、それらの特別加入団体を通じて

加入することになっていました。しかし、同日以後は、下記の表に記載する追加分 8 種

類(事業 5 種類・作業 3 種類)も含めて従前から存在した特別加入の事業(11 種類)又は

作業(14 種類)に従事する者は、特定受託事業としてではなく、従来通り、下記の表に

記載する事業又は作業に係る特別加入団体(厚生労働省ホームページにある「労災保険

への特別加入」ページの３特別加入団体一覧表をご参照下さい)を通じて加入し、下記

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html


の表の中の事業(11 種類)又は作業(14 種類)に該当しない場合※には特定受託事業(特

定フリーランス事業)として、その特別加入団体(「連合フリーランス労災保険センタ

ー」)(令和 6 年 11 月 1 日から加入手続き可能とのことです)を通じて加入することに

なります。 

 

特別加入の事業又は作業に従事する者(令和 6 年 11 月 1 日現在) 

事業(11 種類+1 種類) 作業(14 種類) 

個人タクシー業者、個人貨物運送業者、原動

機付自転車又は自転車を使用して行う貨物

の運送の事業(令和 3 年 9 月 1 日から追加) 

※1 

指定農業機械作業従事者 ※2 

建設業の一人親方 職場適応訓練受講者 

漁船による自営漁業者 金属等の加工、洋食器加工作業 

林業の一人親方 履物等の加工の作業 

医薬品の配置販売業者 陶磁器製造の作業 

再生資源取扱業者 動力機械による作業 

船員法第１条規定の船員 仏壇、食器の加工の作業 

柔道整復師(令和 3 年 4 月 1 日から追加) 事業主団体等委託訓練従事者 

創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢     

者(令和 3 年 4 月 1 日から追加) 
特定農作業従事者 ※3 

あんまマッサージ指圧師、はり師又はきゅ 

う師(令和 4 年 4 月 1 日から追加) 
労働組合等常勤役員 

歯科技工士(令和 4 年 7 月 1 日から追加) 
介護作業従事者及び家事支援従事者(いわゆ

る家政婦(夫)) 

特定フリーランス事業(令和 6

年 11 月 1 日から追加) 

 芸能関係作業従事者(令和 3 年 4 月 1 日から

追加) 

 アニメーション制作作業従事者(令和 3年 4月

1 日から追加) 

 情報処理システムの設計等の情報処理に係る 

作業従事者(いわゆる IT フリーランス) (令和 

3 年 9 月 1 日から追加) 

https://jtuc-freelance-rousai.org/
https://jtuc-freelance-rousai.org/


※１ 例えば、自動車や原動機付自転車を使用したフードデリバリーサービス、貨物軽自動 

車運送事業者(黒ナンバー) 

※２ 販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の  

作業に従事する者 

※３ 年間総販売額３００万円以上又は経営耕地面積２ヘクタール以上を有しており、所定 

の作業に従事する者 

※ 例としては、下記事業が対象になるとされています。 

・翻訳(外国書籍の翻訳)、通訳(海外出張時の同行通訳) 

・講師(ピアノ教室)、インストラクター(スポーツジムのインストラクター) 

・デザイン(広報用のイラスト作成)、コンテンツ制作(集計プログラム作成) 

・調査(商品売買のための市場調査）、研究、コンサルティング 

・営業(保険や電子機器等の商品) 

 しかし、令和 6 年 11 月 1 日から、業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)がど

の業種などでも労災保険に加入できるようになることから、これら以外にも、下記の「カメ

ラマン」や弊職のような士業もその対象だと思われ、従業員を使用しない場合には、該当す

るものと考えられます。 

 

※ この図は厚生労働省ホームページより引用した「フリーランス(特定受託事業に従事す

る者)の皆さまへ 令和 6 年 11 月から労災保険に特別加入できるようになります」とす

るリーフレットの中に挿入されていたものです。 

 

 



 
※ この図は厚生労働省ホームページより引用した「フリーランス(特定受託事業に従事す

る者)の皆さまへ 令和 6 年 11 月から労災保険に特別加入できるようになります」とす

るリーフレットの中に挿入されていたものです。 

 

 上記の図にある「対象とならない場合」の「ケース①」では、企業等から業務委託を受け

ているという前提条件が存在せず、消費者のみから委託を受ける場合となるために、本来で

あれば、特別加入の対象にはならないとされます。ただし、上記の図の中で注釈したように、

https://www.sroffice-ishikawa.com/index_93.pdf


「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行等について(基発 0426 第 2 号)(R6.4.26)」には、下記のように但

書が記載されています。 

『ただし、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者で

あっても、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有する

場合には、対象となること。』 

 とのことで、基本的には消費者相手の事業をやっていても「企業等から同種の事業に係る

仕事も受けるつもりです」との意向を示せば認めるということなので、絶対的に否定されて

いるわけではないと思われます。 

 

 

※ この図は厚生労働省ホームページより引用した「フリーランス(特定受託事業に従事す

る者)の皆さまへ 令和 6 年 11 月から労災保険に特別加入できるようになります」とす

るリーフレットの中に挿入されていたものです。 

https://www.sroffice-ishikawa.com/index_94.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/index_94.pdf
https://www.sroffice-ishikawa.com/index_101.pdf


 

※ 厚生労働省ホームページより引用(令和 6 年 4 月 1 日施行分)(令和 6 年 11 月 1 日から、

第二種特別加入保険料率表に特定フリーランス事業が追加されますので、同日施行分と

して変更される予定です) 

※ なお、特定フリーランス事業については、第２種特別加入保険料率が 1000 分の３、事

業の種類の番号は特 12 とされています。 

※ e-GOV 法令検索 『労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に

関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和 6 年厚生労働省令第 22 号)(令和 6 年

11 月 1 日施行分)』を表示させると、左サイドバーに改正箇所があるので、それをクす

ると、改正後の「別表第 5(第 23 条関係)第２種特別加入保険料率表」がご覧いただけま

す。ご参照下さい。 

https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
https://www.sroffice-ishikawa.com/index_102.pdf

